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図 1 法と倫理との相関概念図．
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技術者の流動化と知的財産権，

そして技術者倫理

池 田 大 亮

. は じ め に

我が国の雇用システムは，他の先進国と比較して長期雇用

型の特徴を持ち，労働者の雇用の安定と人材育成の機能を果

たしながら，長期にわたる経済成長を実現してきた．しか

し，バブル経済の崩壊による社会環境や構造の変化に伴っ

て，雇用システムにも変化が生じ，その結果技術者の流動化

が進んだ．

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の発効は，アメリカ

の離脱表明によって不透明感が増しているものの，2015年

の ASEANEC(アセアン経済共同体)の立上げや，主に 2 国

間協定となる FTA(自由貿易協定)，EPA(経済連携協定)の

積極推進，そして APEC エンジニアや IPEA 国際エンジニ

アなど国際技術資格相互承認の締結拡大を受けて，国内外を

問わず今後益々技術者流動化の加速が予想される．

さらに近年では，特に ICT(Information and Communication

Technology情報通信技術)の急速な発展など，技術者を取

巻く環境変化には目を見張るものがある．

このような市場経済のグローバル化や拡大傾向は，多方面

にわたる成長や繁栄をもたらす一方で，不当競争の温床や助

長にもつながりかねない危険性も伴っている．

こうした状況下にあって市場経済の健全な競争や発展のた

め，倫理面から技術者の在り方(あるべき姿)を提案し，合わ

せて技術情報の流出抑制策に関する具体事例を紹介する．

. 技術者倫理とは

図に，法と倫理の相関概念図を示す．倫理の根幹をなす

生活倫理(道徳)は，少なからず幼少期から家庭教育を始め，

幼稚園や地域社会など生活する多くの場で実施され，自然に

個々人の中に形成されて行く．他方職業倫理は，職業に就い

ている個人や団体が自らの社会的な役割や責任を果たすため

に，職業人としての行動を律する基準や規範であって，職種

によって独自の倫理観がある．図 1 で生活倫理の枠を超え

た職業倫理例として，弁護士による犯罪者の弁護がある．例

えば，このような犯罪(者)になぜ弁護が必要なのかといった

一般感情に反して行われる場合が，これに相当すると言われ

ている．

法と倫理との違いに関し，法は，他律的且つ対処的で強制

力がある．一方倫理は，自立的且つ予防的な側面を持つ反

面，強制力はない．また法と倫理との関連では，法による対

処が出来ない領域を倫理がカバーするので，互いに補完関係

にあると北原は述べている(1)．

技術者倫理の歴史を振り返ると，その萌芽を20世紀初頭

の米国に見ることが出来る．そこでは「雇用主に対する責任

(従順，忠誠，信頼)」が主体で，技術の社会的影響に関して

は対象としていなかった．その後社会の発展と共に「忠誠と

しての倫理」から「公衆の安全・健康・福利」，そして「倫

理教育」いう段階を経て発展してきた(2)．

日本でも国際化の動きに対応して，倫理綱領の制定が急速

に進展している．表(1)に，国内工学系学協会の定める倫理

綱領例を示す．例えば日本技術士会の基本綱領には，◯公衆

の利益優先，◯持続可能性の確保，◯有能性の重視，◯真実

性の確保，◯公正且つ誠実な履行，◯秘密保持，◯信用保持，

◯相互協力，◯法規遵守など，◯継続研鑚が掲げられおり，

技術者倫理に関わる事項も多く包含されている．

また技術者教育の振興や国際的に通用する技術者の育成を

目的として，1999年に設立された JABEE(Japan Accredita-

tion Board for Engineering Education日本技術者教育認定





表 1 日本における技術系学協会の定める倫理綱領
例(1)．

制定年 学協会

1938 土木学会

1961 日本技術士会

1996 情報処理学会

1997 電気学会

1998 電子情報通信学会

1999 日本機械学会

2000 日本化学会

2001 日本原子力学会

2002 応用物理学会

表 2 近年の国内企業における主な技術情報流出事件．

漏洩企業 概 要

2012年 ヤマザキマザック 旋盤図面情報の不正コピー

2012年 新日鉄 方向性電磁鋼板製造技術の不正入手

2012年 ヨシツカ精機 プレス機設計図の不正横流し

2014年 東芝 NAND 型フラッシュメモリ製造技術
の無断提供

図 2 技術流出発生有無に関するアンケート調査結果(4)．

図 3 IMD ランキング推移．

 　　　　　　ミ ニ 特 集

機構)過程では，技術者倫理が必須カリキュラムになってお

り，2001年以降高専や大学の理工農系学部・学科で認証取

得が進んでいる．

. 知的財産権と技術流出

 国内における技術流出実態

表に，近年の国内企業における主な技術情報流出事件を

示す．なお表 2 は，司法の場で係争となった事例で，氷山

の一角にすぎない．

1982年に起きた係争事例の 1 つに，新潟鉄工所事件があ

る(3)．事件の概要は，CAD システムの開発者らが中途退職

して，自分たちでソフトウエア会社を設立し，その後新会社

での販売目的で，自分たちが開発した CAD システムの関連

資料一式を会社に無断で持ち出したものである．裁判での判

決は，業務上横領罪の成立が下された．本事例は，会社管理

文書の無断持ち出しと流用が問われた．もし会社管理文書の

無断持ち出しや流用せずに，また会社が保有する製品特許な

ども無く，開発者らが独立後「頭の情報」による類似品の製

造・販売を行った場合は，法的にはどのような判断が下され

るのであろうか．この場合であっても，創作活動で生まれた

創作物には，有体物または無体物に関わらず著作権が生じ

る．この著作権には複製権や譲渡権などがあり，記憶に基づ

いて著作物を複製などした場合であっても，当然著作権侵害

となり得ると考えられる．従って新潟鉄工所の事例では，

CAD システムの著作権が会社のものなのか，開発者のもの

なのかが問われることになる．

図(4)に，経済産業省が2006年に実施した国内製造業の

技術流出発生有無に関するアンケート調査結果を示す．実に

35の企業から，技術流出があったとの回答がよせられて

いる．このうち流出した技術は，重要な最先端技術であった

ことや流出については想定外であったこと，流出先は中国が

6 割以上で次いで韓国が 3 割，日本国内の他企業も 3 割が存

在したとの回答であった．また再発防止策に関する回答で

は，半数以上の企業で進んでいるが，4 割の企業はなお技術

流出の不安があると回答しており，また効果的な方法が分か

らないという企業が 2 割，さらに法律などの規制強化が必

要であると 2 割の企業が主張していた．このような意図せ

ざる技術流出は，当該企業の競争力低下に止まらず，模倣品

の発生につながる恐れもあり，一企業のみならず国全体の国

際競争力にも影響する可能性がある．

図は，スイスの IMD ( International Institute for

Management Development国際経営開発研究所)による国

際競争力ランキング(5)(8)の推移である．IMD では，◯経済
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状況，◯財政政策，◯ビジネスの効率性および，◯インフラ

の 4 分野にて毎年評価を行っている．図 3 の IMD ランキン

グ推移と国内技術の海外流出との直接的な関連性については

一概に問えないが，1990年代初頭は日本が 1 位であったが，

1996年以降順位が大幅に低下し，2015年では中国の22位，

韓国の25位に次ぐ27位まで後退している．この傾向は，

1990年代前半のバブル崩壊による不況と市場のグローバル

化によって，それまで国内経済をけん引してきた自動車や電

機・電子産業などの生産拠点の海外シフトが急速に進み，そ

れに伴いそれまで技術的優位性を維持してきた金型など基幹

産業に付帯した産業において，図面やノウハウに止まらず多

くの技術者の「意図せざる流出」が社会問題化した時期と一

致しており，少なからず関連性が類推される．

 技術流出の背景

一般的に特許など知的財産権の取得による効果は，

 自社だけでその発明を独占する事ができる

 他社に発明の権利の使用を許諾することで，ロイヤリ

ティを得ることができる

 競合他社を牽制する事ができる

 顧客に対して技術力の信用性を高める事ができる

ことが上げられる．

これらの会社が受ける効果に対して金属などの素材を扱う

製造業の場合では，新たな組成や新規構造などの基本特許が

特許権設定登録の中心となる．

一方で製法特許に関しては，著しい優位性があるか他の代

替製法がないなど特別な場合を除き，通常はノウハウやブラ

ックボックスとして秘匿される場合が多い．これは，

特許公開によって逆に技術流出する可能性があること，

特許権侵害訴訟では，特許権者側が侵害事実の立証責任

を負い，この立証が困難であること，

特許維持費用と特許から得られる利益との費用対効果に

よること，

などの理由が上げられる．

知的財産権を取得していない製造現場のノウハウの中に

は，「秘密管理性」と「有用性」そして「非公知性」の要件

を備えた営業秘密にあたる情報も多くある．営業秘密に関し

ては，如何なる事情においても意図せざる流出の場合は，不

正競争防止法による処罰対象となる．

技術者は日常業務を通して，営業秘密に属する情報や製造

条件などのノウハウに接する機会も多く，それらを知識や経

験として会得している．たとえ営業秘密ではなくても，それ

に近い情報の取扱いがグレーゾーンで問題に発展する可能性

がある．技術者が退職後に技術指導などの行為を行う場合

は，以前に知り得た技術情報の第三者開示がどこまで許され

るのかが問題になる．ここでは業務を通して得た知識や経験

の拾得物に対する帰属性が問われることになり，技術者倫理

に基づく自己判断が求められる．

会得情報の開示に対する判断基準の 1 つとして，

 ピンポイントの開示は，如何なる場合であっても不可

 自己の知識や経験を基に，解を得るための原理や原則

の示唆，或いは解を得るためのプロセス指導であれば

可

と考えており，日頃から自己が携わってきた技術に対して，

例えばその重要度を◯最重要コア技術や，◯慎重に考慮すべ

き技術，そして◯開示が可能技術などに分類・整理して明確

にしておくとよい．

いずれにしても個々人が，確たる技術者倫理を自己形成

し，最終的には信念に基づいて行動することが重要である．

. 技術流出防止のために

 技術者倫理の醸成

2 項で述べた JABEE 課程修了者以外の多くの技術者は，

技術者倫理とは如何なるものか，感覚的な理解止まりではな

かろうか．技術者倫理を理解し身につけるためには，教育や

自己学習によらざるを得ない．

倫理は日頃接している科学技術とは異なって，日々進歩す

るものではなく，ある意味普遍的な性格であるため，一度理

解すれば特別な事情が無い限り継続研鑽の必要性は薄く，そ

の点では比較的楽である．

教育の場の例としては，◯企業における CSR(Corporate

Social Responsibility企業の社会的責任)活動の一環として

実施される技術者倫理教育や研修，◯日本技術士会などの学

協会や第三者機関が主催する技術者倫理に関しての講習会な

どがある．

また自己学習に関しては，技術者倫理の入門書から専門書

まで良書が多数出版されているので，自分に適したテキスト

を見つけることは比較的容易である．

 ハードおよび運用面

営業秘密を筆頭に，技術情報の流出防止対策を講じること

は，企業にとって重要課題の 1 つである．

以下，当社における対応の 1 例を示す．始めに自社の社

員に対しては，

 情報の重要性に応じたアクセス権限の付与

 社内管理デバイス以外のデバイスによるアクセス拒否

と管理デバイスの持ち出し規制

 在職者や退職時など適宜状況に応じた秘密保持契約の

締結

などがある．また顧客など外部との関係においては，

 製造条件やノウハウ関連事項は，提出書類に記載せず

自社内で管理する

 オンリーワンの技術やノウハウを有する材料を使用し

て製品化を図る場合では，製品を共同開発して共同ラ

イセンス化する

などの対応を取っている．
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. お わ り に

経済産業省が2006年に行ったアンケートによる国内製造

業の技術流出問題に関する実態調査結果(4)では，技術流出ル

ートとして最も高かったのが，製品のリバースエンジニアリ

ングなどモノを通しての流出で71.7であった．次いで現役

従業員/退職者による技術指導などヒトを通しての流出が

62.2，そして図面などワザを通しての流出が52.8であ

り，ヒトや技術データ起因による技術流出は決して看過でき

る数値ではない．

製造業を取巻く環境は，ICT 化の進展やサプライチェー

ンのグローバル化，人材の流動化などによって，今後益々技

術やノウハウを巡るトラブルの増加が予想される．また韓国

や中国などの東アジア諸国では，知的財産管理制度の不備や

雇用制度の違いにより，この種の問題が増加する危険性は否

定出来ない．

少なくとも技術者が介在した技術流出問題に対しては，技

術者個々人の倫理観を高めることが意図せざる流出の抑制に

大きく寄与すると確信する．

最後に技術者個々人が，自らの倫理面においての判断基準

や行動原則を持つことは，法令違反などの不祥事に巻き込ま

れずに，また意図しない加害者あるいは被害者にならないた

めの最終自己防衛手段であることを心しておきたい．

本文の執筆に際し，廣瀬国際特許事務所所長の廣瀬様から

知的財産権関連用語や表現に対して，適切な助言を頂戴致し

ました．この場を借りて御礼申し上げます．
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